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新 旧 改正内容 

Ⅳ 給水装置工事関連要綱等 

 

既設装置の給水装置認定取扱要綱 

第１条～第５条 （略） 

 附 則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の既設装置の給水装置認定取扱要綱第４条の規定による

申請の認定を受けた給水装置については、改正後の給水装置認定取

扱要綱第３条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の既設装置の給水装置認定取扱要綱第４条の規定による

申請の認定基準は、改正後の給水装置認定取扱要綱第３条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別紙（第３条：認定基準） 

 （略） 

Ⅳ 給水装置工事関連要綱等 

 

既設装置の給水装置認定取扱要綱 

第１条～第５条 （略） 

 附 則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の既設装置の給水装置認定取扱要綱第４条の規定による

申請の認定を受けた給水装置については、改正後の給水装置認定取

扱要綱第３条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の既設装置の給水装置認定取扱要綱第４条の規定による

申請の認定基準は、改正後の給水装置認定取扱要綱第３条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

 

 

 

別紙（第３条：認定基準） 

 （略） 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１－２） 

 フォントの統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１－２） 

 附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

別記 第１号様式 

 （略） 

例  １ 

平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記 第１号様式 

 （略） 

例  １ 

平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１－６） 

間取りの記載は不要。 

ボールタップの記号を修正。 
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新 旧 改正内容 

立面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１－６） 

給水栓の記号を修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 対 照 表 

89 / 183                        

新 旧 改正内容 

例－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１－７） 

延長、材料等をⅣ－１－６の図

面を合わせる。 
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新 旧 改正内容 

給水装置の一部先行工事取扱要綱 

第１条～第６条 （略） 

 

 （施工範囲及び留意事項） 

第７条  

 一～四 

 五 ボール式伸縮止水栓は、埋設表示杭等により止水栓の位置を 

明示しなければならない。（図－４参照） 

 六 伸縮可とうボール止水栓、ボール止水栓（乙）又はソフトシ 

ール弁を完全に閉めた後、止水栓筺又は仕切弁筺の中に「この

水道を無断で使用すると罰せられます。」と記載した札を取付

け、封印しなければならない。（図－５・１及び図５・２参照） 

 七 一部先行工事で施工した給水装置の末端には、キャップ、栓 

又はパイプエンドを設置しなければならない。 

   ただし、鋳鉄管を使用するときは、抜け出し防止のための防 

護措置を講じなければならない。（図－６参照） 

 

第８条～第９条 （略） 

 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

 

給水装置の一部先行工事取扱要綱 

第１条～第９条 （略） 

 

 （施工範囲及び留意事項） 

第７条  

 一～三 

 五 ボール式伸縮止水栓は、埋設表示杭等により止水栓の位置を 

明示しなければならない。 

 六 伸縮可とうボール止水栓、ボール止水栓（乙）又はソフトシ 

ール弁を完全に閉めた後、止水栓筺又は仕切弁筺の中に「この

水道を無断で使用すると罰せられます。」と記載した札を取付

け、封印しなければならない。 

 七 一部先行工事で施工した給水装置の末端には、キャップ、栓 

又はパイプエンドを設置しなければならない。 

   ただし、鋳鉄管を使用するときは、抜け出し防止のための防 

護措置を講じなければならない。 

 

第８条～第９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－２－２） 

 参照先を追記。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－２－３） 

 附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

（参考例１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考例１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－２－４） 

申請場所の町の部分を削除（当

局の給水区域内に町はないた

め）。 
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新 旧 改正内容 

（参考例２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考例２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－２－５） 

申請場所の町の部分を削除（当

局の給水区域内に町はないた

め）。 
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新 旧 改正内容 

（参考例３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考例３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－２－６） 

申請場所の町の部分を削除（当

局の給水区域内に町はないた

め）。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 図－２ ～ 図－４ （略） 

図－５・１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ ～ 図－４ （略） 

図－５・１ （略） 

 

・（Ⅳ－２－７） 

配水管を二重破線に変更。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－２－１２） 

材質の表記を削除。 
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新 旧 改正内容 

給水装置工事検査要綱 

第１条～第５条 （略） 

 （検査事項及び方法） 

第６条 （略） 

 一 配管状況の確認 

   次に掲げる項目について確認することとするが、現場の状況

により確認できない部分については、写真により確認すること。 

  イ 給水管の種類、管径及び布設延長        

  ロ 給水管の埋設深度 

  ハ 給水管の接合（分岐箇所、屈曲部） 

  ニ 給水管の防護措置 

    防寒、防露、防食、防護等の特殊施工について確認するこ 

と。 

  ホ 明示シート敷設の有無 

 二～三 （略）   

 四 漏水確認 

   耐圧試験（水圧は各施工過程で定めたもの）が実施済である

ことを確認するとともに、量水器前後の継手部における漏水の

有無を常圧（分岐部からの水圧）により確認すること。 

 

 

 五～七 （略） 

給水装置工事検査要綱 

第１条～第５条 （略） 

 （検査事項及び方法） 

第６条 （略） 

 一 配管状況の確認 

   次に掲げる項目について確認することとするが、現場の状況

により確認できない部分については、写真により確認すること。 

  イ 給水管の種類、管径及び布設延長        

  ロ 給水管の埋設深度 

  ハ 給水管の接合（分岐箇所、屈曲部） 

  ニ 給水管の防護措置 

    防寒、防露、防蝕、防護等の特殊施工について確認するこ 

と。 

  ホ 明示シート敷設の有無 

 二～三 （略）   

 四 漏水確認 

   耐圧性能試験（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

（平成 9 年 3 月 19 日厚生省令第 14 号）第１条第１項第 1 号に

規定する耐圧性能試験をいう。）が実施済であることを確認する

とともに、量水器前後の継手部における漏水の有無を常圧（分岐

部からの水圧）により確認すること。 

 五～七 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－３－２） 

語句の修正。 

 

・（Ⅳ－３－２） 

水道工事標準仕様書 2015 年度 

版の割Ｔ字管の耐圧試験及び 

サドル付分水栓の止水性能 

（JWWA B117）を考慮し、第

１止水栓上流側、下流側それぞ

れについて、耐圧試験の水圧を

定める。 
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新 旧 改正内容 

第７条～第８条 （略） 

 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条～第８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－３－３） 

  附則に施行期日を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 対 照 表 

98 / 183                        

新 旧 改正内容 

別記 第１号様式 

 

 

 

別記 第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－３－４） 

  検査結果の文書を修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別　記

第１号様式

受付番号

　　年　　月　　日

水道局長　　　　　　　　様

検査員職・氏名 ㊞

㊞

㊞

工 事 場 所

建物名称（仮称）

工 事 の 種 類

指 定 給 水 装 置

工 事 事 業 者

給 水 装 置

主 任 技 術 者

検 査 立 会 者

検 査 結 果

命により、給水装置工事の検査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

　工　事　検　査　報　告　書

水栓番号 第　　　　　号～第　　　　　　号

申 請 者

住　所

氏　名

　項を改善したので、適正であることを認める。

□　　　　年　　月　　日に工事検査調書（別記第２号様式）によ

　り工事検査を実施した結果、適正であることを認める。

□　　　　年　　月　　日に工事検査を実施した結果、先の指示事

指定番号　第　　　　　号

免状番号　第　　　　　号

別　記

第１号様式

受付番号

　　年　　月　　日

水道局長　　　　　　　　様

検査員職・氏名 ㊞

㊞

㊞

工 事 場 所

建物名称（仮称）

工 事 の 種 類

指 定 給 水 装 置

工 事 事 業 者

給 水 装 置

主 任 技 術 者

検 査 立 会 者

検 査 結 果

　項を改善したので、適正であることを認める。

□　　　　年　　月　　日に工事検査調書（別記第２号様式）によ

　り実施した工事検査結果、適正であることを認める。

□　　　　年　　月　　日に実施した工事検査の結果、先の指示事

指定番号　第　　　　　号

免状番号　第　　　　　号

水栓番号 第　　　　　号～第　　　　　　号

申 請 者

住　所

氏　名

命により、給水装置工事の検査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

　工　事　検　査　報　告　書
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新 旧 改正内容 

別記 第２号様式（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記 第２号様式（その２） 

 （略） 

別記 第２号様式（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記 第２号様式（その２） 

（略） 

・（Ⅳ－３－５） 

逆流防止装置の設置状況を追

加。（検査事項にあるため） 

耐圧試験の漏水無→漏水有に 

修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別　　　記 受付番号

　　第２号様式(その1)

工事検査調書

工事の種類 　　　第　　　　　　　　号　～　第　　　　　　　号

　1．管　　　の　　　種　　　類 　□　精算書のとおり　　　□　不適合

　２．管　　　の　　　口　　　径 　□　精算書のとおり　　　□　不適合

　３．布　　　設　　　延　　　長 　□　精算書のとおり　　　□　不適合

　□　公道部　　　　　　　　㎝　　　　　　　□　浅層埋設

　□　私道部 　□60㎝以上　　　 　　 □　60㎝未満

　□　宅地内 　□30㎝以上　　　 　　 □　30㎝未満

　５．管　　　の　　　接　　　合 　□　適正　　  □　不適正

　６．管　の　防　護　措　置 　□　適正　　  □　不適正

　７．使　  　用  　　材  　　料 　□　適合　　  □　不適合

　８．吐水口と越流面との間隔 　□　適正　　  □　不適正

　９．明　示　シ ー  ト 敷  設 　□　有　 　　  □　無

１０．路   面  復  旧  状   況 　□　良好　　  □　不良　　　 （□　仮復旧　　□　本復旧）

１１．止水栓、量水器、筐の設置状況 　□　適正　　  □　不適正

１２．逆流防止装置の設置 　□　有　 　　  □　無

１３．増    圧    ポ    ン    プ 　□　適正　　  □　不適正

　□　漏水無   □　漏水有　　（□　公道部　　□　宅地内）

　□　残留塩素　　 　　　　　　　㎎/㍑　　 □　ＰＨ

　□　濁　 度   （□　有　□　無）　　　　  □　　水温　　　　℃　

１６．所　　　　　　　　　　　見 　□　適正　　  □　指示事項改善後、確認

(指示事項)　　　改善期限：平成　　年　　月　　日

　・

　・

　・

１５．水      質      試      験

        検　　　　　　　　　査　　　　　　　　　結　　　　　　　　　果

　水　栓　番　号

　４．埋　　　設　　　深　　　さ

　検　　　査　　　項　　　目

１４．耐　　　圧　　　試　　　験

別　　　記 受付番号

　　第２号様式(その1)

工事検査調書

工事の種類 　　　第　　　　　　　　号　～　第　　　　　　　号

　1．管　　　の　　　種　　　類 　□　精算書のとおり　　　□　不適合

　２．管　　　の　　　口　　　径 　□　精算書のとおり　　　□　不適合

　３．布　　　設　　　延　　　長 　□　精算書のとおり　　　□　不適合

　□　公道部　　　　　　　　㎝　　　　　　　□　浅層埋設

　□　私道部 　□60㎝以上　　　 　　 □　60㎝未満

　□　宅地内 　□30㎝以上　　　 　　 □　30㎝未満

　５．管　　　の　　　接　　　合 　□　適正　　  □　不適正

　６．管　の　防　護　措　置 　□　適正　　  □　不適正

　７．使　  　用  　　材  　　料 　□　適合　　  □　不適合

　８．吐水口と越流面との間隔 　□　適正　　  □　不適正

　９．明　示　シ ー  ト 敷  設 　□　有　 　　  □　無

１０．路   面  復  旧  状   況 　□　良好　　  □　不良　　　 （□　仮復旧　　□　本復旧）

１１．止水栓、量水器、筐の設置状況 　□　適正　　  □　不適正

１２．増    圧    ポ    ン    プ 　□　適正　　  □　不適正

１３．漏      水      確      認 　□　漏水無   □　漏水無　　（□　公道部　　□　宅地内）

　□　残留塩素　　 　　　　　　　㎎/㍑　　 □　ＰＨ

　□　濁　 度   （□　有　□　無）　　　　  □　　水温　　　　℃　

１５．所　　　　　　　　　　　見 　□　適正　　  □　指示事項改善後、確認

(指示事項)　　　改善期限：平成　　年　　月　　日

　・

　・

　・

１４．水      質      試      験

        検　　　　　　　　　査　　　　　　　　　結　　　　　　　　　果

　水　栓　番　号

　４．埋　　　設　　　深　　　さ

　検　　　査　　　項　　　目
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－３－７） 

水道工事標準仕様書 2015 年度 

版の割Ｔ字管の耐圧試験及び 

サドル付分水栓の止水性能 

（JWWA B117）を考慮し、第

１止水栓上流側、下流側それぞ

れについて、耐圧試験の水圧を

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式

                                      所　 在　 地

                                      　　　　　　　　　　　　　　　　指定給水装置工事事業者

代表者氏名 ㊞

給水装置工事主任技術者氏名 ㊞

　１．管の種類

　２．管の口径

　３．布設延長

　４．管の埋設深さ □　公道部

□　私道部

□　宅地内

　５．管の接合

　６．逆流防止装置の設置状況

　７．吐水口と越流面との間隔

　８．給水用具の取付状況

　９．給水栓等の位置

１０．管の防護措置

１１．使用材料の確認

１２．耐圧試験(1.75MPa・1分間)

１３．水質検査

１４．明示シート敷設

１５．路面復旧状況

１６．他企業埋設管調査・照会

給　水　装　置　工　事　確　認　書

     水　栓　番　号　　

 工　事　場　所

 申　  請　  者

□　調査し照会済　　　□他企業埋設管無　　

確　　認　　項　　目 確　　　　認　　　　結　　　　果

　　年　　月　　日

□　精算書のとおり　　　□　精算書訂正

□　精算書のとおり　　　□　精算書訂正

□　精算書のとおり　　　□　精算書訂正

　　　　　㎝　　　□　浅層埋設

□　あり　　　　　　□　なし

□　良好　　　　（□　仮復旧　　　□　本復旧　）

□　認証品

□　漏水なし　（写真添付）

□　残留塩素０．１ｍｇ／ℓ以上を確認　 　□　なし　

水 道 法 第 ２ ５ 条 の １ ０ の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 項 目 に つ いて

確 認 し た こ と を 報 告 い た しま す 。

□　精算書のとおり　　　□　精算書訂正

□　適正

□　適正

□　適正

□　適正

□　適正

□　６０㎝以上　　□　６０㎝未満

□　３０㎝以上　　□　３０㎝未満
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新 旧 改正内容 

３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱 

第１条～第４条 （略） 

 

（設計条件） 

第５条 

 （１）～（２） （略） 

 （３）逆流防止装置 

イ （略） 

ロ 集合住宅、事務所ビル及びこれらの併用ビル等の建物にお 

いて、量水器を地面に設置する場合は３階用量水器の下流側 

に、量水器を建物内に設置する場合は３階用立上がり管の立 

上がり部の管理・修繕の容易な場所に逆流防止弁を設置する。 

 

第６条 （略） 

 

 附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱 

第１条～第４条 （略） 

 

（設計条件） 

第５条 

 （１）～（２） （略） 

 （３）逆流防止装置 

イ （略） 

ロ 集合住宅、事務所ビル及びこれらの併用ビル等の建物では、 

量水器を地面に設置する場合は、３階用量水器の下流側、量水 

器を建物内に設置する場合は、３階用立上がり管の立上がり 

部の管理・修繕の容易な場所に逆流防止弁を設置する。 

 

第６条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－４－４） 

 文章の修正。  

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－４－５） 

  附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

３階直結直圧式給水方式に係る実施要領 

１～２ （略） 

３ 水理計算等 

（１）同時使用水量 

  ア 集合住宅の場合 

   ① （略） 

②居住人数から予測する方法（給水装置工事技術指針） 

Ｑ＝２６Ｐ0.36 （１人～３０人） 

Ｑ＝１３Ｐ0.56 （３１人～２００人） 

Ｑ＝６.９Ｐ0.67 （２０１人～２０００人） 

Ｑ：同時使用水量（Ｌ／min ） 

Ｐ：人数 

 イ～ウ （略） 

  （２）～（４） （略） 

４ （略） 

５ 配 管 

 配管は、次に掲げる事項によるものとする。 

（１）空気溜りを生じるおそれがある場所にあっては、空気弁を設

置すること。 

（２）衝撃防止及び凍結防止のための必要な措置を講ずる。 

（３）複数の立上がり管による給水の場合、維持管理が容易な場所

に止水栓を設置する。 

３階直結直圧式給水方式に係る実施要領 

１～２ （略） 

３ 水理計算等 

（１）同時使用水量 

  ア 集合住宅の場合 

   ① （略） 

 ②居住人数から予測する方法（給水装置工事技術指針） 

      Ｑ＝２６Ｐ0.36 （１人～３０人） 

Ｑ＝１３Ｐ0.56 （３１人～２００人） 

      

Ｑ：同時使用水量（Ｌ／min ） 

        Ｐ：人数 

 イ～ウ （略） 

  （２）～（４） （略） 

４ （略） 

５ 配 管 

 配管は、次に掲げる事項によるものとする。 

（１）空気溜りを生じるおそれがある場所にあっては、空気弁を設置

すること。 

（２）衝撃防止及び凍結防止のための必要な措置を講ずる。 

（３）複数の立上がり管による給水の場合、維持管理が容易な場所に

止水栓を設置する。 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－５－１） 

Ｑ＝６.９Ｐ0.67 （２０１人～

２０００人）を追記。（「改訂 

給水装置工事技術指針 本編

（二刷：2015 年 4 月 24 日発

行）」P.266 参照） 
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新 旧 改正内容 

（４）給水管の口径を流水音の低減、損失水頭の軽減、水撃圧の緩

衝等の目的から、立上り配管などで前後の配管より増径する場合は

１段階以内とし、末端の吐出口は経由した量水器口径より小さいこ

ととする。ただし、口径１３㎜の量水器を屋外に設置する場合は、

立上り配管を口径２５㎜までとすることができる。 

（５）必要に応じて、集合住宅等の給水立て管頂部には、停滞した

空気を自動排出する機能と管内に負圧が生じた場合に多量の空気を

吸気して給水管内の負圧を解消する機能をもつ吸排気弁を配置する

こと。また、吸排気弁を設置する場合は吸排気口周りの水跳ね防止

策（ドレーンパイプ等）を設けること。 

６～９ （略） 

  

  附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）給水管の口径を流水音の低減、損失水頭の軽減、水撃圧の緩衝

等の目的から、立上り配管などで前後の配管より増径する場合は１

段階以内とし、末端の吐出口は経由した量水器口径より小さいこと

とする。ただし、口径１３㎜の量水器を屋外に設置する場合は、立上

り配管を口径２５㎜までとすることができる。 

 

 

 

 

 

６～９ （略） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－５－２） 

吸排気弁についての記述を 

追加。 

 

 

 

 

・（Ⅳ－５－３） 

 附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

参考資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－５－６） 

 空気弁の記号を特殊器具（吸排

気弁）の記号に変更。 
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新 旧 改正内容 

逆止弁の設置場所配管例 

量水器筐内設置例－１ （略） 

量水器筐内設置例－２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆止弁の設置場所配管例 

量水器筐内設置例－１ （略） 

量水器筐内設置例－２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－５－８） 

 空気弁の記号を特殊器具（吸排

気弁）の記号に変更。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－５－９） 

 空気弁の記号を特殊器具（吸排

気弁）の記号に変更。 
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新 旧 改正内容 

直結増圧式給水方式に係る実施要綱 

第１条～第３条 （略） 

 

（給水管の分岐口径） 

第４条 口径５０ｍｍ以下の増圧装置の場合、配水管から分岐する

給水管口径は、配水管より小口径とする。 

２ 口径７５ｍｍの増圧装置の場合、分岐する配水管の口径は、 

１５０ｍｍ以上とする。ただし、配水管の水圧等、給水能力に著

しく支障を及ぼすおそれがないと判断されたときは、配水管の口

径は、１００ｍｍとすることが出来る。 

３ 直結増圧式給水方式による給水管分岐の可否は水道局が決定す  

 る。 

 

（解説） 

１ 口径５０ｍｍ以下の増圧装置を設置する場合の配水管から分岐

する給水管口径については、一般の給水装置と同様に配水管より

小口径とする。 

２ 口径７５ｍｍの増圧装置を設置する場合の分岐する配水管の口

径については、配水管に与える影響を考慮し、１５０ｍｍ以上と

した。 

  ただし、管網の状況及び管網計算の結果を踏まえて配水圧の低

下により、周辺の給水に支障のない配水圧が０．１９６ＭＰａを

直結増圧式給水方式に係る実施要綱 

第１条～第３条 （略） 

 

（給水管の分岐口径） 

第４条 口径５０ｍｍ以下の増圧装置の場合、配水管から分岐する

給水管口径は、配水管より小口径とする。 

２ 口径７５ｍｍの増圧装置の場合、分岐する配水管の口径は、 

１５０ｍｍ以上とする。ただし、配水管の水圧等、給水能力に著し

く支障を及ぼすおそれがないと判断されたときは、配水管の口径

は、１００ｍｍとすることが出来る。 

 

 

 

（解説） 

１ 口径５０ｍｍ以下の増圧装置を設置する場合の配水管から分岐

する給水管口径については、一般の給水装置と同様に配水管より

小口径とする。 

２ 口径７５ｍｍの増圧装置を設置する場合の分岐する配水管の口

径については、配水管に与える影響を考慮し、１５０ｍｍ以上とし

た。 

  ただし、管網の状況及び管網計算の結果を踏まえて配水圧の低

下により、周辺の給水に支障のない配水圧が０．１９６ＭＰａを確

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－６－２） 

増圧装置設置の際の検討につ

いて記載追加。 
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新 旧 改正内容 

確保できると判断される場合は、配水管の口径を１００ｍｍとす

ることができる。 

３ 配水管の水量、水圧不足が生じる恐れのある地域や、増圧装置

の設置が複数ある地域で直結増圧式給水方式による給水管分岐を

する場合は、最新の管網状況により、管網計算を水道局で行い、

配水管及び周辺家屋に悪影響を与えないことを確認する。 

 

第５条 （略） 

（解説） 

１ （略） 

２ ポンプ起動時に給水管内の水圧低下が考えられることから直圧

給水階高を２階までとする。 

３ （略） 

 

第６条～第 15 条 （略） 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

保できると判断される場合は、配水管の口径を１００ｍｍとする

ことができる。 

 

 

 

 

 

第５条 （略） 

（解説） 

１ （略） 

２ ボンプ起動時に給水管内の水圧低下が考えられることから直圧

給水階高を２階までとする。 

３ （略） 

 

第６条～第 15 条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－６－３） 

増圧装置設置の際の検討につ

いて記載追加。 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－６－３） 

 語句の修正。 

 

 

 

 

・（Ⅳ－６－７） 

 附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

直結増圧式給水方式に係る実施要領 

１～２ （略） 

３ 水理計算 

 （１） （略） 

 （２）瞬時最大給水量 

   ア 集合住宅の場合 

    次により算定するものとする。 

    ①「戸数から予測する方法（給水装置工事技術指針）」 

       Ｑ＝４２Ｎ0.33  （１０戸未満） 

       Ｑ＝１９Ｎ0.67    （１０戸以上６００戸未満） 

       Ｑ：瞬時最大給水量（Ｌ／ｍｉｎ） 

       Ｎ：戸 数 

    ②「居住人数から予測する方法（給水装置工事技術指針」 

       Ｑ＝２６Ｐ0.36  （１人～３０人） 

       Ｑ＝１３Ｐ0.56    （３１人～２００人） 

            Ｑ＝６.９Ｐ0.67   （２０１人～２０００人） 

Ｑ：瞬時最大給水量（Ｌ／ｍｉｎ） 

Ｐ：人数 

   イ～ウ （略） 

 （３）～（４） （略） 

４ （略） 

５ 増圧装置以下の配管 

直結増圧式給水方式に係る実施要領 

１～２ （略） 

３ 水理計算 

 （１） （略） 

（２）瞬時最大給水量 

   ア 集合住宅の場合 

    「戸数から予測する方法（給水装置工事技術指針）」で算定 

する。 

       Ｑ＝４２Ｎ0.33  （１０戸未満） 

       Ｑ＝１９Ｎ0.67    （１０戸以上６００戸未満） 

       Ｑ：瞬時最大給水量（Ｌ／ｍｉｎ） 

       Ｎ：戸 数 

 

 

 

 

 

 

   イ～ウ （略） 

 （３）～（４） （略） 

４ （略） 

５ 増圧装置以下の配管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－７－１） 

 居住人数から予測する方法の

算定式を追加。 
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新 旧 改正内容 

 （１）～（８） （略） 

 （９）必要に応じて、集合住宅等の給水立て管頂部には、停滞した

空気を自動排出する機能と管内に負圧が生じた場合に多量の

空気を吸気して給水管内の負圧を解消する機能をもつ吸排気

弁を配置すること。また、吸排気弁を設置する場合は吸排気

口周りの水跳ね防止策（ドレーンパイプ等）を設けること。 

６～８ （略） 

 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

参考資料 

１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）～（８） （略） 

 

 

 

 

 

６～８ （略） 

 

 

 

 

参考資料 

１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－７－３） 

吸排気弁についての記述を 

追加。 

 

 

 

 

・（Ⅳ－７－（４）） 

 附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

４ 瞬時最大給水量及び給水管口径早見表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 瞬時最大給水量及び給水管口径早見表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－７－１０） 

 表の名称を修正。 

 75mm における最大給水量の

数値を修正。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－７－（１２）） 

 居住人数から予測する方法の

早見表を追加。 
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新 旧 改正内容 

受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱の実施細目 

１～７ （略） 

 

  附 則 

この実施細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱の実施細目 

１～７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－９－３） 

 附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－９－４） 

 「〒」の追加。 

文章の修正。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－９－５） 

 工事場所の「町」を削除。（当局

の給水区域内に町はないため） 
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新 旧 改正内容 

第３～４号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３～４号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－９－８） 

 「(2) 工事場所」を「(3)工事

場所」に、「(3)建物名称」を「(4)

建物名称」に修正。 

工事場所の「町」を削除。（当

局の給水区域内に町はないた

め） 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８～９号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８～９号様式 （略） 

 

・（Ⅳ－９－１０） 

 栓番の誤りを修正。 
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新 旧 改正内容 

受水槽以下装置に設置する量水器の設置基準 

直読式量水器装置の設置基準 

1～11  （略） 

 

隔測量水器装置の設置基準 

1～12  （略） 

13  集中パネル盤の仕様 

 (1)  集中パネル盤の材質は、原則として鋼板製とし、その板厚は

次のとおりとする。 

    箱の本体： １．６mm 以上 

    扉   ： ２．３mm 以上 

 (2)  集中パネル盤の標準塗装色は、次のとおりとし、塗装厚は

０．０４mm 以上のアクリル又はメラミン樹脂焼付塗装とする

こと。 

   日本塗料工業会  色票番号２２－９０Ｂ 

   （マンセル表示  ２．５Ｙ９／１） 

(3)～(8)  （略） 

14～20 （略） 

 

別表－１～２ （略） 

別図－①～② （略） 

 

受水槽以下装置に設置する量水器の設置基準 

直読式量水器装置の設置基準 

1～11  （略） 

 

隔測量水器装置の設置基準 

1～12  （略） 

13  集中パネル盤の仕様 

 (1)  集中パネル盤の材質は、原則として鋼板製とし、その板厚は

次のとおりとする。 

    函の本体： １．６mm 以上 

    扉   ： ２．３mm 以上 

 (2)  集中パネル盤の標準塗装色は、次のとおりとし、塗装厚は

０．０４mm 以上のアクリル又はメラミン樹脂焼付塗装とするこ

と。 

   日本塗料工業会   番号３０９ 

   （マルセル表示  ２．５Ｙ９／１） 

(3)～(8)  （略） 

14～20 （略） 

 

別表－１～２ （略） 

別図－①～② （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１０－５） 

 語句の修正。 

 

 

 

・（Ⅳ－１０－５） 

 色票番号の更新。 

 誤記の修正。 
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新 旧 改正内容 

別図－③ 

 

 

 

 

 

別図－④～⑥ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図－③ 

別図－④～⑥ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１０－１１） 

 「部屋番号」を「室番号」に修

正。 

水栓番号と部屋番号の位置を

変更。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1006 1007
401 402
1004 1005
301 302
1002 1003
201 202
1000 1001 1008 1009
101 102 103 104

1F

上段　水栓番号

下段　部屋番号

4F

3F

2F

401
1006

402
1007

4F

上段　室番号
301

1004
302

1005
3F

下段　水栓番号
201

1002
202

1003
2F

101
1000

102
1001

103
1008

104
1009

1F
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新 旧 改正内容 

「受水槽以下装置の維持管理契約書」 

第１条～第９条 （略） 

 

甲 住所 千葉市花見川区幕張町５－４１７－２４ 

         氏名 千 葉 県 

            千葉県水道局長 

                         印 

       乙 住所 

         氏名              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「受水槽以下装置の維持管理契約書」 

第１条～第９条 （略） 

 

甲 住所 千葉市中央区長州１－９－１ 

         氏名 千 葉 県 

            千葉県水道局長 

                         印 

       乙 住所 

         氏名              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１０－１５） 

 住所表記を更新。 
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新 旧 改正内容 

「受水槽以下装置の維持管理に関する協定書」 

第１条～第９条 （略） 

 

甲 住所 千葉市花見川区幕張町５－４１７－２４ 

         氏名 千 葉 県 

            千葉県水道局長 

                         印 

 

       乙 住所 

         氏名              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「受水槽以下装置の維持管理に関する協定書」 

第１条～第９条 （略） 

 

甲 住所 千葉市中央区長州１－９－１ 

         氏名 千 葉 県 

            千葉県水道局長 

                         印 

 

       乙 住所 

         氏名              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１０－１９） 

 住所表記を更新。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１０－２１） 

 文章の修正。 
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新 旧 改正内容 

貯水槽水道取扱要綱 

１． （略） 

 

２．基本方針 

 水道局は、水道水を供給する立場としての関与であることから、

この要綱の目的を達成するため、直接指導等を行う各市の衛生部

局と密接な連携を図るとともに、設置者への指導を行うものとす

る。 

 

３．～７． （略） 

 

８．立入調査 

給水栓での簡易水質検査により、水槽を調査する必要があると

認められた場合は、設置者、居住者又はこれに代わる者の同意を

得て土地又は建物に立ち入り、受水槽への注水口、水槽内部、又

は水槽の外観等の管理状況について調査を行うものとする。 

 ただし、調査が不可能であるとき、又は調査を行うことに危険が

伴うと調査職員が判断した場合は、実施しないことができる。 

 

９． （略） 

 

１０．不適切な管理への対応 

貯水槽水道取扱要綱 

１． （略） 

 

２．基本方針 

 水道局は、水道水を供給する立場としての関与であることから、こ

の要綱の目的を達成するため、直接指導等を行う保健所と密接な

連携を図るとともに、設置者への指導を行うものとする。 

 

 

３．～７． （略） 

 

８．立入調査 

 給水栓での簡易水質検査により、水槽を調査する必要があると認

められた場合は、設置者、居住者又はこれに代わる者の同意を得て

土地又は建物に立ち入り、受水槽への注水口、水槽内部、又は水槽

の外観等の管理状況についてを行うものとする。 

 ただし、調査が不可能であるとき、又は調査を行うことに危険が伴

うと調査職員が判断した場合は、実施しないことができる。 

 

９． （略） 

 

１０．不適切な管理への対応 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１１－１） 

 “保健所”から”各市の衛生部局”

に変更。 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１１－２） 

 文章の修正。 
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新 旧 改正内容 

（１）立入調査により、不適切な管理が認められた場合は、利用者

に対し通知するとともに、給水条例第２２条の２の規定により、

設置者に対し指導、助言及び勧告を行うものとする。 

ただし、設置者に対する指導及び助言は、原則として口頭で行

い、勧告は文書（第２号様式）で行うものとする。また、所管

する各市の衛生部局に対しても管理状況について速やかに通

知（第３号様式）するものとする。 

（２）立入調査により、供給する水が汚染されていると認められた

場合は、利用者に対し必要な情報提供を行うと共に、設置者に対

して水道法及び条例等に基づき適切な措置を講ずるよう指導す

る。 

また、所管する各市の衛生部局に対しても直ちに状況を通知（第

３号様式）するものとする。 

 

１１．設置状況等記録の保存 

受水槽及び高置水槽の設置状況並びに利用者、設置者及び各市

の衛生部局への通知等の履歴は、給水装置情報管理システムへ入

力を行うことにより記録を保存する。 

 

１２． （略） 

   附則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（１）立入調査により、不適切な管理が認められた場合は、利用者

に対し通知するとともに、給水条例第２２条の２の規定により、

設置者に対し指導、助言及び勧告を行うものとする。 

ただし、設置者に対する指導及び助言は、原則として口頭で行

い、勧告は文書（第２号様式）で行うものとする。 

また、所管する保健所に対しても管理状況について速やかに通知

（第３号様式）するものとする。 

（２）立入調査により、供給する水が汚染されていると認められた

場合は、利用者に対し必要な情報提供を行うと共に、設置者に対

して水道法及び条例等に基づき適切な措置を講ずるよう指導す

る。 

また、所管する保健所に対しても直ちに状況を通知（第３号様

式）するものとする。 

 

１１．設置状況等記録の保存 

受水槽及び高置水槽の設置状況並びに利用者、設置者及び保健

所への通知等の履歴は、給水装置情報管理システムへ入力を行う

ことにより記録を保存する。 

 

１２． （略） 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１１－３） 

“保健所”から ”各市の衛生部

局”に変更。 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１１－３） 

“保健所”から ”各市の衛生部

局”に変更。 

 

 

・（Ⅳ－１１－３） 

 附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１１－４） 

“○○保健所”から”○○市の衛

生部局”に変更。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１１－５） 

“○○保健所”から”○○市の衛

生部局”に変更。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１１－６） 

発信者名“保健所長”の削除。 
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新 旧 改正内容 

貯水槽水道取扱要綱実施細目 

１．～６． （略） 

 

７．適切な管理への対応 

  設置者等から管理の方法について照会を受けた場合は、次のと

おり対応するものとする。  

（１） （略） 

 

（２）関係機関等を紹介 

所管する各市の衛生部局、水槽の清掃業者及び水質検査機

関等を紹介する。（別紙「関係機関一覧表」を参考） 

 

８．給水装置情報管理システムへの入力 

 （１） （略） 

（２）各市の衛生部局からの指導結果等の報告を受けた場合は、

受付年月日と処理状況等とする。 

（３）～（５） （略） 

 

９．（略） 

 

   附 則 

この実施細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

貯水槽水道取扱要綱実施細目 

１．～６． （略） 

 

７．適切な管理への対応 

  設置者等から管理の方法について照会を受けた場合は、次のと

おり対応するものとする。  

（１） （略） 

 

（２）関係機関等を紹介 

所管する保健所、水槽の清掃業者及び水質検査機関等を紹

介する。（別紙「関係機関一覧表」を参考） 

 

８．給水装置情報管理システムへの入力 

 （１） （略） 

（２）保健所からの指導結果等の報告を受けた場合は、受付年月

日と処理状況等とする。 

（３）～（５） （略） 

 

９．（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１２－２） 

 “保健所”から”各市の衛生部局”

に変更。 

 

 

・（Ⅳ－１２－３） 

 “保健所”から”各市の衛生部局”

に変更。 

 

 

 

・（Ⅳ－１２－３） 

 附則に施行期日を追加。 
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新 旧 改正内容 

  

・（Ⅳ－１２－４） 

 “保健所”から”各市の衛生部局”

に変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入調査あり 立入調査あり

（口頭）

拒否

（口頭）

承諾

（細目第１号様式）

（通知）

（要綱第１号様式）

　（施行規程第６号様式の２）

　　　　（口頭）

（文書）

　必要に応じて

水質センター結果

（細目第２号様式）

　　異常なし

貯水槽水道に関するフロー

　　 利用者 施設管理（工務）課

（施行規程第５号様式）

　　　　　　　　　（口頭）

各市の衛生部局設置者

　　　（通知）

異常あり

（通知）

　 （勧告）

　　　　　（指導、助言）

　　　　　（要綱第２号様式）

（要綱第３号様式）

（通知）

水質確認の依頼 依頼書の受理

結果通知
給水栓での水質確認

（簡易水質検査）

結果通知

結果通知

立入調査

（注水口、水槽内）

簡易水質検査等

（ 細目第３号様式 ）

水質センターへの

依頼

関係者へ水質検査等

の結果通知

立会い等

指導、助言

給水装置情報管理システムへ入力

１．設置者・利用者・管理会社の名称、住所等（変更を含む）

２．細目第３号様式の内容

３．水質センター依頼の有無・検査結果

給水情報管理システムへ入力

１．設置者への指導日・助言日・勧告（要綱第２号様式）の文書番号・日付
２．利用者への結果通知（要綱第１号様式）の文書番号・日付

３．保健所への結果通知（要綱第３号様式）の文書番号・日付

勧 告

通知書の受理

設置者への指導

水道局への通知

水質センターからの

報告書受理

水質検査

の請求

配水管等 ⇒ 直結扱い

貯水槽水道 ⇒ 水槽等

原 因

立会い等の中止結果通知

４．保健所からの通知（保健所第２号様式）の文書番号・日付・指導方法

立入調査あり 立入調査あり

（口頭）

拒否

（口頭）

承諾

（細目第１号様式）

（通知）

（要綱第１号様式）

　（施行規程第６号様式の２）

　　　　（口頭）

（文書）

　必要に応じて

水質センター結果

（細目第２号様式）

　　異常なし

貯水槽水道に関するフロー

　　 利用者 施設管理（工務）課

（施行規程第５号様式）

保健所設置者

　　　　　　　　　（口頭）

　　　（通知）

異常あり

（通知）

　 （勧告）

　　　　　（指導、助言）

　　　　　（要綱第２号様式）

（要綱第３号様式）

（通知）

水質確認の依頼 依頼書の受理

結果通知
給水栓での水質確認

（簡易水質検査）

結果通知

結果通知

立入調査

（注水口、水槽内）

簡易水質検査等

（ 細目第３号様式 ）

水質センターへの

依頼

関係者へ水質検査等

の結果通知

立会い等

指導、助言

給水装置情報管理システムへ入力

１．設置者・利用者・管理会社の名称、住所等（変更を含む）

２．細目第３号様式の内容

３．水質センター依頼の有無・検査結果

給水情報管理システムへ入力
１．設置者への指導日・助言日・勧告（要綱第２号様式）の文書番号・日付

２．利用者への結果通知（要綱第１号様式）の文書番号・日付

３．保健所への結果通知（要綱第３号様式）の文書番号・日付

勧 告

通知書の受理

設置者への指導

水道局への通知

水質センターからの

報告書受理

水質検査

の請求

配水管等 ⇒ 直結扱い

貯水槽水道 ⇒ 水槽等

原 因

立会い等の中止結果通知

４．保健所からの通知（保健所第２号様式）の文書番号・日付・指導方法
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１２－５） 

 “○○保健所”から”○○市の衛

生部局”に変更。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 号様式 （略） 

・（Ⅳ－１２－６） 

 “貴保健所”から”○○○○○”に

変更。 

 発信者名の保健所長を削除。 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１２－８） 

関係機関の名称及び住所、電話

番号を平成 28 年 4 月 1 日時点

の情報に更新した。 

 注釈を削除。 
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新 旧 改正内容 

受水槽に設置する非常用給水栓の取扱基準 

 

１ 目的 

  この基準は、災害時に受水槽内の水道水を有効活用できるよう

に、受水槽に非常用給水栓を設置する場合の取扱いについて必要

な事項を定めるものである。 

 

２ 適用の範囲 

  この基準の適用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 受水槽用の水量を計量するための量水器が設置されていな

い場合に適用する。 

(２) 災害等により当局から水が供給されない場合、若しくは災害

等によりポンプ施設が停止して給水されない場合にのみ使用で

きるものとする。 

 

３ 設置の条件 

  非常用給水栓の設置条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 非常用給水栓には、量水器を設置せず、通常時に容易に使用

することが出来ないように蛇口部分に封印を施すものとするこ

と。 

(２) 非常用給水栓は、口径φ２０mm 以下とすること。 

(３) 非常用給水栓の取出し位置は、受水槽有効容量の最低水位よ

【追加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（Ⅳ－１３－（１））に追加 

 （以降のページ数がずれる） 

「受水槽に設置する非常用給

水栓の取扱基準」の追加。 
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新 旧 改正内容 

り高い位置とすること。 

(４) 既設受水槽に非常用給水栓を設置する場合、受水槽本体の強

度に影響を与えない構造 

とすること。 

(５) 住民への周知方法として、「災害時の使用に限定」のプレート 

を掲示すること。なお、プレートの材質は腐食や破損の恐れが

ないものとし、大きさは縦３０㎝×横１０㎝以上とすること。 

 

４ 維持管理及び点検 

  非常用給水栓の設置者は、次に掲げる事項を行うものとする。 

(１) 非常用給水栓の維持管理については、設置者において責任 

者を定め、適正に管理及び点検をすること。 

     また、必要に応じて当局職員による点検を実施するものと 

する。 

(２) 災害時に非常用給水栓を使用したときは、別紙「非常用給 

水栓使用届」により使用日時を報告すること。 

(３) 非常用給水栓を、災害時以外など本来の目的以外に使用し 

たときは、その理由を説明するとともに管理方法についての 

是正策を提出すること。 

       なお、適正な是正処置が講じられない場合は、設置者の負 

担により当該給水栓を撤去すること。 
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新 旧 改正内容 

５ 事務処理等 

(１) 非常用給水栓の設置者は、非常用給水栓を設置するにあた 

り、図面とともにこの基準に関する誓約書を提出すること。 

(２) 図面表示は給水栓とし、平面図及び立面図に「非常用給水栓」 

と表示すること。 

(３) 図面及び誓約書は、光ファイル化すると共に、誓約書の原本

を整理し保管すること。 

 

 この取扱基準は、平成２５年 ４月 １日から適用する。 
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新 旧 改正内容 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 
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新 旧 改正内容 

千葉県水道局量水器共通仕様書 

 

１～４  （略） 

５ 量水器の仕様及び規格等 

 （１）～（２） （略） 

 （３）材質 

   ① （略） 

   ② 量水器ケースは鉛レス銅合金とする。鉛レス銅合金は、

ＪＩＳ Ｈ 5120 ＣＡＣ 406と同等以上の強度、耐久

性、耐食性等をもち、鉛の含有量が0.25WT％以下の銅合

金とする。 

     なお、材質記号は次のとおりとし、量水器ケースの見や

すい位置に鋳出し又は、刻印による表示とする。 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記に該当しない場合は別途当局と協議する。 

   ③～⑥ （略） 

 （４）～（６） （略） 

６～９ （略） 

量水器構造図 （略） 

千葉県水道局量水器共通仕様書 

 

１～４  （略） 

５ 量水器の仕様及び規格等 

 （１）～（２） （略） 

 （３）材質 

   ① （略） 

   ② 量水器ケースは鉛レス銅合金とする。鉛レス銅合金は、

ＪＩＳ Ｈ 5120 ＣＡＣ 406と同等以上の強度、耐久

性、耐食性等をもち、鉛の含有量が0.25WT％以下の銅合

金とする。 

     なお、材質記号は次のとおりとし、量水器ケースの見や

すい位置に鋳出し又は、刻印による表示とする。 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記に該当しない場合は別途当局と協議する。 

   ③～⑥ （略） 

 （４）～（６） （略） 

６～９ （略） 

量水器構造図 （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・（Ⅳ－１４－４） 

JISH5120 に 905 及び 906、

JISH5121 に 905C 及び 906C が

追加されたため更新。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

鉛レス銅合金の種類 部品材料表示 材質記号 

ＪＩＳＨ 

5120 

ビスマス青銅鋳物 
ＣＡＣ 901、902、 

       903B Ｂ 

ビスマスセレン青銅鋳物 ＣＡＣ 911 

シルジン青銅鋳物 ＣＡＣ 804 Ｅ 

ＪＩＳＨ 

5121 

ビスマス青銅連鋳鋳物 
ＣＡＣ 901C、902C、 

903C Ｂ 

ビスマスセレン青銅連鋳鋳物 ＣＡＣ 911C 

シルジン青銅連鋳鋳物 ＣＡＣ 804C Ｅ 

 

鉛レス銅合金の種類 部品材料表示 材質記号 

ＪＩＳＨ 

5120 

ビスマス青銅鋳物 
ＣＡＣ 901、902、903B 

       905、906 Ｂ 

ビスマスセレン青銅鋳物 ＣＡＣ 911 

シルジン青銅鋳物 ＣＡＣ 804 Ｅ 

ＪＩＳＨ 

5121 

ビスマス青銅連鋳鋳物 

ＣＡＣ 901C、902C、 

903C、905C、 

906C 
Ｂ 

ビスマスセレン青銅連鋳鋳物 ＣＡＣ 911C 

シルジン青銅連鋳鋳物 ＣＡＣ 804C Ｅ 

 


